
　弊社では、従来の手形相当額の支払手段として電子記録債権によるお支払を導入しております。

　電子記録債権については下記の通り、各支店において指定銀行による電子記録債権と全銀協による

電子記録債権を受付けしておりますので「取引代金支払に関する依頼書」において、どちらか一方を選択

願います。

　尚、指定銀行による電子記録債権を選択された場合は銀行の審査を受けますので、契約までに１～２ヶ月

間の期間を要します。つきましては、早目の手続きをお願いいたします。

（弊社支払時に電子記録債権の手続きが完了していない場合は、約束手形での支払いとなります。）

弊社取扱い電子記録債権

○ 東京支店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ （問合せ窓口）　総務部　03-5326-3813

○ 海外支店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ （問合せ窓口）　総務部　03-5325-6212

（指定銀行） みずほ信託銀行 （商品名） 　「e-Noteless」

○ 名古屋支店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ （問合せ窓口）　購買部　058-277-5234

（指定銀行） 三菱東京ＵＦＪ銀行 （商品名） 　「電手決済サービス」

○ 大阪支店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ （問合せ窓口）　総務部　06-6632-7105

（指定銀行） 三井住友銀行 （商品名） 　「一括ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ（電子記録債権版）」

○ 全店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ （問合せ窓口）　各支店窓口

（全銀協） （商品名） 　「でんさいﾈｯﾄ」

電子記録債権の主な違い

　　「でんさいネット」

位置付け 一括信託と手形の両機能対応 手形交換制度の代替

記録機関 各指定銀行による記録機関 全銀電子債権ネットワーク

資金化（割引） 買戻し義務のない低利率（都銀短期 買戻し義務のある取引先金融機関による

プライムレート）での割引 利率での割引

（ノンリコース割引） 　　　　（リコース割引）

譲　渡 利用契約者への譲渡が可能 利用契約者への譲渡が可能

（銀行により内容が異なります） (全銀協による広範囲な利用契約有り）

受取口座 全国の金融機関から自由に指定 でんさいﾈｯﾄ参加金融機関から自由に指定

（貴社取引銀行口座） （貴社取引銀行口座）

＊（注１）取引先の設定は各支店毎で行いますので取引支店毎に申込み手続きをお願いします。

＊（注２）指定銀行と全銀協の電子記録債権の併用はできません。どちらかを選択願います。

＊（注３）「取引代金支払に関する依頼書」に記載と同一銀行口座を利用願います。

指定銀行電子記録債権 全銀協電子記録債権

でんさいネット参加金融機関

            　　　　電子記録債権について
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(依頼者住所・会社名・代表者名・捺印)

工事作業所名

印

　貴社より当方に対するお支払いは、下記指定の取引銀行預金口座へお振込み下さいますよう依頼致します。

当方においては、銀行への振込みと同時に当該代金を受領したものと認め、領収書の発行は致しません。

　手形相当額の貴社支払方法である電子記録債権については下記の通り選択致します。手続きの関係上、

手形を受領する場合は郵送とし、到着後直ちに領収書を返送致します。

尚、お支払に際して、安全協力会費、振込手数料、手形の郵送料は、当方にて負担致します。

↓変更箇所

フリガナ

1 当座預金 2 普通預金 口座番号

フリガナ

フリガナ

〒 -

TEL/FAX TEL （ ） - FAX （ ） -

手形受領 〒 -

郵 送 先

フリガナ

フリガナ

建 設 業

許可番号

電子記録債権支払（Ａ又はＢを○で選択願います）

指定銀行電子記録債権 全銀協電子記録債権「でんさいﾈｯﾄ」

＊ご契約に必要な資料を送付いたします 下記に取得済の利用者番号（９桁）を記載願います

指定銀行による審査の上、契約となります

ので契約まで1～2ヶ月間を要します。 ＊指定口座は上記内容と同一であること

　　＊支払時に電子記録債権の手続きが未了の場合は手形での支払いとなります。

　上記事項に変更が生じた場合は、その都度この依頼書を提出致します。
　請求書、領収書を発行に際し、上の使用印鑑を捺印致します。

業　　種 資本金

取引代金支払に関する依頼書

記

変更新規

　(　　　　　　　　　)作業所

使用印鑑

取引先ｺｰﾄﾞ

(取得後報告の場合選択) →

住　　所

銀行 支店
振込銀行

口座名義

許可
源泉区分

会社名

円

代表者名

Ａ B

安全会費

（ - ） 第 号
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